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衆
議
院
議
員
寺
前
巖
君
提
出
危
険
有
害
物
輸
送
の
事
故
再
発
防
止
と
安
全
確
保
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送 

 

付
す
る
。 



 

一 

衆
議
院
議
員
寺
前
巖
君
提
出
危
険
有
害
物
輸
送
の
事
故
再
発
防
止
と
安
全
確
保
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁 

書 

一
の
1
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
よ
う
に
、
火
災
や
健
康
危
害
等
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
質
（
以
下
「
危
険
物
等
」
と
い
う
。
）
の
道 

路
輸
送
に
つ
い
て
規
制
す
る
法
律
は
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和 

二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
等
複
数
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
う
ち
主
な
法
律
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
消
防
法
に
お
い
て
は
、
火
災
を
発
生
さ
せ
、
又
は
火
災
を
拡
大
さ
せ 

る
可
能
性
の
高
い
物
質
を
危
険
物
に
指
定
し
、
そ
の
貯
蔵
、
取
扱
い
、
運
搬
等
に
つ
い
て
、
国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産 

を
火
災
か
ら
保
護
す
る
と
と
も
に
火
災
に
よ
る
被
害
を
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
必
要
な
規
制
を
行
っ
て
い
る
。 

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
に
お
い
て
は
、
日
常
流
通
す
る
有
用
な
化
学
物
質
の
う
ち
、
主
と
し
て
急
性
毒
性
に
よ
る
健
康
危 

害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
高
い
物
質
を
毒
物
又
は
劇
物
（
以
下
「
毒
劇
物
」
と
い
う
。
）
に
指
定
し
、
そ
の
製
造
、
販
売
、 

運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
保
健
衛
生
上
の
見
地
か
ら
必
要
な
規
制
を
行
っ
て
い
る
。 

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
に
お
い
て
は
、
高
圧
ガ
ス
の
製
造
、
貯
蔵
、
販
売
、
移
動
そ
の 



 

二 

他
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
公
共
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
必
要
な
規
制
を
行
っ
て
い
る
。 

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
お
い
て
は
、
危
険
物
等
を
運
送
す
る
自
動
車
を
含
む
道
路 

運
送
車
両
の
構
造
及
び
装
置
に
つ
い
て
、
道
路
運
送
車
両
に
関
す
る
安
全
性
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
必
要
な
規 

制
を
行
っ
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
の
目
的
に
沿
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
を
所
管
す
る
省
庁
に
お
い
て
、
所
要
の
規
制
を 

行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
危
険
物
等
の
道
路
輸
送
の
安
全
は
確
保
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
規
制
を
見 

直
す
考
え
は
な
い
。 

一
の
2
に
つ
い
て 

危
険
物
等
の
道
路
輸
送
に
つ
い
て
は
、
一
の
1
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
の
目
的
に
沿
い
、
そ
れ

ぞ
れ
の
法
令
を
所
管
す
る
省
庁
に
お
い
て
、
所
要
の
規
制
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
危
険
物
運 

搬
車
両
に
よ
る
事
故
防
止
と
迅
速
な
事
故
処
理
対
策
等
を
推
進
す
る
た
め
に
、
関
係
省
庁
等
で
構
成
す
る
「
危
険
物
運
搬
車 

両
の
事
故
防
止
等
連
絡
会
議
」
を
開
催
す
る
等
、
関
係
省
庁
等
の
連
携
の
下
に
、
総
合
的
に
対
策
を
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ 

で
あ
る
。 



 

三 

一
の
3
に
つ
い
て 

消
防
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
等
に
お
い
て
は
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
が
横
転
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
積
載 

し
て
い
る
危
険
物
の
漏
れ
等
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
つ
い
て
、
所
要
の
構 

 

造
、
設
備
等
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
設
置
等
に
当
た
っ
て
は
、
市
町
村
長
等
の
許
可
及
び
完
成
検
査 

を
義
務
付
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

ま
た
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
等
に
お
い
て
は
、
毒
劇
物
の
運
搬
容
器
に
つ
い
て
、
毒
劇
物
に 

よ
る
保
健
衛
生
上
の
危
害
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
横
転
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
毒
劇
物
の
漏
れ
等
を
最
小
限 

に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
基
準
を
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
危
険
物
等
の
道
路
輸
送
に
つ
い
て
、
危
害
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
必
要
な
構
造
上
の
基
準
が
定
め
ら 

れ
て
お
り
、
現
時
点
で
こ
れ
ら
基
準
を
見
直
す
考
え
は
な
い
。 

一
の
4
に
つ
い
て 

消
防
法
に
お
い
て
は
、
危
険
物
の
輸
送
に
タ
ン
ク
を
用
い
る
場
合
に
は
、
同
法
第
十
条
第
四
項
並
び
に
第
十
一
条
第
一
項 

及
び
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
長
等
の
タ
ン
ク
の
設
置
等
に
係
る
許
可
及
び
完
成
検
査
を
受
け
、
当
該
危
険
物
を 



 

四 

安
全
に
輸
送
す
る
た
め
の
技
術
上
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
専
用
の
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
を
用
い
る
こ 

と
と
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
に
お
い
て
は
、
同
法
第
十
一
条
第
三
項
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
毒
劇
物
を
運
搬
す
る
場
合 

に
は
、
飛
散
、
漏
れ
等
を
防
ぐ
の
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
ま
た
、
同
法
第
十
六
条
第
一 

項
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
と
し
て
定
め
た
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第 

四
十
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
毒
劇
物
を
車
両
を
使
用
し
て
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
容
器
又
は
被
包
が
落
下
し
、 

転
倒
し
、
又
は
破
損
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
積
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

こ
れ
に
加
え
て
、
厚
生
省
に
お
い
て
は
、
昨
年
十
月
、
首
都
高
速
道
路
で
過
酸
化
水
素
水
を
積
載
し
た
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー 

が
爆
発
す
る
事
故
が
発
生
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ら
の
法
令
上
の
義
務
が
適
切
に
遵
守
さ
れ
る
よ
う
、
運
搬
す
る
物
質 

と
運
搬
容
器
と
の
反
応
、
当
該
運
搬
容
器
を
用
い
て
運
搬
す
る
物
質
と
前
回
運
搬
さ
れ
た
物
質
と
の
反
応
等
を
確
認
し
た
上 

で
、
危
険
の
防
止
措
置
を
適
切
に
講
ず
る
よ
う
「
毒
物
劇
物
の
運
搬
及
び
廃
棄
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
一
年
十
一
月
十
一
日 

付
け
厚
生
省
医
薬
安
全
局
安
全
対
策
課
長
及
び
監
視
指
導
課
長
通
知
）
に
よ
り
各
都
道
府
県
衛
生
主
管
部
（
局
）
長
あ
て
に 

通
知
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 



 

五 

二
の
1
に
つ
い
て 

イ
エ
ロ
ー
カ
ー
ド
の
携
行
状
況
に
つ
い
て
は
、
消
防
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
第 

十
七
条
等
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
及
び
関
係
機
関
に
よ
る
指
導
の
際
に
、
そ
の
確
認
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ 

の
範
囲
内
に
お
い
て
は
、
危
険
物
、
毒
劇
物
等
を
運
搬
す
る
自
動
車
の
大
半
が
イ
エ
ロ
ー
カ
ー
ド
を
携
行
し
て
い
る
も
の
と 

承
知
し
て
い
る
。 

二
の
2
に
つ
い
て 

複
数
の
名
称
を
有
す
る
危
険
物
等
の
道
路
輸
送
中
に
事
故
が
発
生
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
危
険
物
等
の
性
状
が
迅
速
に 

把
握
で
き
、
適
切
な
処
理
、
二
次
災
害
防
止
等
に
つ
い
て
の
情
報
を
入
手
で
き
る
シ
ス
テ
ム
が
既
に
構
築
さ
れ
て
い
る
と
こ 

ろ
で
あ
る
。
国
連
勧
告
に
基
づ
く
番
号
及
び
図
案
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
そ
の
背
景
と
し
て
、
国
境
を
越
え
て
危
険
物
等
を 

輸
送
す
る
場
合
に
は
、
各
国
語
で
危
険
物
等
の
名
称
等
を
表
示
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
共
通
化
し
た
番
号
等
で
表 

示
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
が
、
我
が
国
国
内
の
道
路
輸
送
に
お
い
て
は
、
国
境
を
越
え
る
こ
と
が
な 

い
こ
と
か
ら
、
そ
の
必
要
性
は
低
い
と
考
え
て
お
り
、
現
時
点
で
は
導
入
は
考
え
て
い
な
い
。 

ま
た
、
運
輸
省
、
建
設
省
及
び
消
防
庁
に
お
い
て
は
、
「
危
険
物
道
路
輸
送
に
関
す
る
欧
州
各
国
合
意
書
」
の
概
要
を
承 



 

六 

知
し
て
い
る
。 

二
の
3
に
つ
い
て 

危
険
物
等
の
道
路
輸
送
中
に
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
事
故
発
生
時
の
迅
速
な
処
理
方
法
、
中
和
剤
の
入
手
、
二
次 

災
害
防
止
等
に
つ
い
て
、
現
場
の
消
防
機
関
、
警
察
、
高
速
道
路
の
道
路
管
理
者
等
が
、
二
十
四
時
間
体
制
で
適
切
に
情
報 

を
入
手
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
て
お
り
、
適
切
に
対
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

今
後
と
も
、
関
係
機
関
の
一
層
の
連
携
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
シ
ス
テ
ム
の
整
備
改
善
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

三
に
つ
い
て 

運
輸
省
に
お
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
の
構
造
及
び
装 

置
に
つ
い
て
保
安
上
の
技
術
基
準
へ
の
適
合
を
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
の
横
転
事
故
の
原
因
の
調
査
等 

を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

今
後
、
事
故
原
因
の
調
査
結
果
等
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
横
転
事
故
防
止
対
策
の
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。 

四
の
1
に
つ
い
て 

石
油
元
売
り
各
社
か
ら
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
（
以
下
「
運
送
事
業
者
」
と 



 

七 

い
う
。
）
に
御
指
摘
の
配
車
表
が
送
付
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
は
単
に
運
送
の
依
頼
が
あ
っ
た
に
過
ぎ 

な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
運
送
事
業
者
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一 

 

項
、
第
二
十
二
条
第
二
項
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
運
行
管
理
者
に
、
乗
務
割
を
作
成
し
こ
れ
に
従
い
乗
務
員
を
事
業
用
自
動 

車
に
乗
務
さ
せ
る
こ
と
、
乗
務
員
に
対
す
る
指
導
及
び
監
督
を
行
う
こ
と
等
運
行
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
業
務
を
行
わ
せ 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
配
車
表
が
送
付
さ
れ
た
と
き
で
あ
っ
て
も
変
わ
り
は
な
い
。 

運
輸
省
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
運
行
管
理
者
に
係
る
同
法
の
規
定
を
遵
守
す
る
よ
う
徹
底
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る 

が
、
今
後
と
も
、
同
法
第
六
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
に
よ
り
、
法
令
の
遵
守
状
況
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も 

 

に
、
業
界
団
体
に
対
す
る
指
導
及
び
個
別
事
業
者
に
対
す
る
指
導
等
を
実
施
し
て
ま
い
り
た
い
。 

四
の
2
に
つ
い
て 

運
送
事
業
者
が
収
受
す
る
運
賃
及
び
料
金
は
、
基
本
的
に
は
、
荷
主
と
の
間
で
任
意
に
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
政
府 

と
し
て
は
、
運
送
事
業
者
と
荷
主
と
の
良
好
な
取
引
関
係
の
確
立
が
図
ら
れ
る
よ
う
運
送
事
業
者
及
び
荷
主
を
指
導
し
て
ま 

い
り
た
い
。 

ま
た
、
運
送
事
業
者
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
十
一
条
第
一
項
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
運
賃
及
び
料
金
を
あ
ら
か 



 

八 

じ
め
運
輸
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
入
札
と
い
う
方
法
で
運
賃
及
び
料
金
が
決
定
さ
れ
て
も
、
そ
の
こ
と 

自
体
は
、
同
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、
問
題
で
は
な
い
。 

な
お
、
取
引
の
相
手
方
を
定
め
る
方
法
と
し
て
入
札
を
行
う
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の 

確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
に
規
定
す
る
不
公
正
な
取
引
方
法
に
該
当
す
る
と
は
い
え
な
い 

と
考
え
ら
れ
る
。 

四
の
3
に
つ
い
て 

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
第
三
十
条
の
二
第
二
号
本
文
に
お
い
て
は
、
危
険 

物
の
う
ち
、
危
険
性
の
種
類
、
程
度
等
を
勘
案
し
、
特
に
危
険
性
の
高
い
も
の
を
輸
送
す
る
場
合
に
二
人
以
上
の
運
転
要
員 

を
確
保
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
。
御
指
摘
の
石
油
類
に
つ
い
て
は
、
輸
送
に
当
た
っ
て
特
に
危
険
性
の
高
い
も
の
で 

あ
る
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
現
時
点
で
同
号
本
文
を
適
用
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

ま
た
、
運
輸
省
自
動
車
交
通
局
長
及
び
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
連
名
で
、
石
油
連
盟
を
含
む
荷
主
団
体
に
対
し
て
貨
物 

自
動
車
運
送
事
業
に
お
け
る
一
層
の
労
働
時
間
の
短
縮
に
つ
い
て
協
力
要
請
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
運
送
事
業
者
の
業
界
団 

体
が
行
う
労
働
時
間
短
縮
に
向
け
た
荷
主
へ
の
協
力
要
請
を
含
む
自
主
的
な
取
組
の
促
進
の
た
め
の
支
援
を
行
っ
て
き
た
と 
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こ
ろ
で
あ
る
。 

四
の
4
に
つ
い
て 

過
労
運
転
等
を
防
止
し
、
輸
送
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
十
七
条
等
の
規
定
に
よ
り
運 

送
事
業
者
の
義
務
と
さ
れ
て
い
る
。
運
送
事
業
者
が
収
受
す
る
運
賃
及
び
料
金
は
、
四
の
2
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、

基
本
的
に
は
、
荷
主
と
の
間
で
任
意
に
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
政
府
と
し
て
も
、
輸
送
の
安
全
の
確
保
に
つ
い
て
所 

要
の
指
導
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

ま
た
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
運
転
者
を
含
む
ト
ラ
ッ
ク
運
転
者
の
労
働
時
間
等
の
労
働
条
件
の
改
善
を
図
る
た
め
、
こ
れ
ま 

で
政
府
と
し
て
は
、
自
動
車
運
転
者
の
労
働
時
間
等
の
改
善
の
た
め
の
基
準
（
平
成
元
年
労
働
省
告
示
第
七
号
）
の
ほ
か
労 

働
基
準
関
係
法
令
の
遵
守
の
徹
底
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
業
界
団
体
に
対
す
る
指
導
及
び
個
別
事
業 

者
に
対
す
る
監
督
指
導
を
実
施
し
て
ま
い
り
た
い
。 
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